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令和７年村上市教育委員会 10月定例会会議録 

 

○ 日 時 

令和７年 10月 28日（火）午後４時 12分 開会 

 

○ 場 所 

朝日支所２階 第１会議室 

 

○ 出席委員 

遠 藤 友 春  教育長 

横 山 吉 夫  委員（教育長職務代理者） 

大 滝   豊  委員 

板 垣 英 樹  委員 

小 川 涼 子  委員 

 

○ 欠席委員 

なし 

 

○ 出席した事務局職員 

学校教育課長          小 川 智 也 

学校教育課 管理主事      木 村   博 

〃   指導主事      只 木 雅 実 

〃   指導主事      髙 橋 真 徳 

〃   課長補佐      百 武 靖 之 

〃   教育総務室長    鈴 木 祐 輔 

〃   未来の学校創造室長 中 山 晴 剛 

生涯学習課長          平 山 祐 子 

生涯学習課 社会教育推進室長   片 岡 昌 幸 

〃   スポーツ推進室長  佐 藤 克 也 

〃   スポーツ推進室主幹 菅 原 和 英 

村上教育事務所長        鈴 木 祐 輔 

神林教育事務所長        田 村 富 夫 

朝日教育事務所長        本 間 憲 一 

山北教育事務所長        本 間   宏 
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○ 欠席した事務局職員 

生涯学習課 文化行政推進室長   吉 井 雅 勇 

〃   教育情報センター長 太 田 尚 美 

荒川教育事務所長        中 村 繭 子 

 

○ 書 記 

学校教育課 教育総務室長    鈴 木 祐 輔 

 

○ 会議に付した議件等 

・会議録署名委員の指名について 

・９月定例会会議録の確認について 

・報第７号  一般報告事項について 

・議第 22号 村上市立学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則制定につい 

て 

・議第 23号 村上市教育委員会組織規則の一部を改正する規則制定について 

 

 

 

遠藤教育長     午後４時 12分開会宣言 

 

遠藤教育長  ただいまより、令和７年度 10月定例教育委員会を開会します。 

本日はよろしくお願いいたします。 

 

 

・会議録署名委員の指名について 

 

遠藤教育長     それでは、会議録署名委員を指名させていただきたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

 

遠藤教育長     会議録署名委員は、板垣委員と横山委員にお願いします。 

 

 

・９月定例会会議録の確認について 

 

遠藤教育長     ９月定例会会議録について確認します。各委員には自分の発言が漏

れていないか、表現が違わないか確認していただきます。 
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遠藤教育長  ９月定例会会議録について何かございますか。 

 

遠藤教育長   ９月定例会会議録は確認されました。 

 

 

・報第７号 一般報告事項について 

 

遠藤教育長     報第７号について上程します。 

最初に私から、一般報告事項を報告させていただきます。 

９月 11日、村上、朝日、山北三つの長寿大学交流会、出席しました。

12日、市議会第３回定例会総務文教常任委員会、出席しました。20日、

青少年健全育成市民会議研修会、出席しました。21 日、市長杯争奪囲

碁大会、出席しました。24日、定例教育委員会。25日、市議会全員協

議会、出席しました。26 日、１日遅れで郡市小学校陸上記録会、出席

しました。28 日、村上笹川流れ国際トライアスロン大会開会式、出席

しました。29 日、市教委指定人権教育、同和教育研究会、村上東中学

校で開催されました。30 日、市議会第３回定例会最終日。同日、中学

生による市長表敬訪問、万博参加の報告会でした。同日夜、村上第一

中・村上東中第１回統合推進委員会、開催されました。10 月１日、庁

議。２日、岩船林業振興祭、さんぽく会館で開催されました。同日、

史跡平林城跡整備委員会、出席しました。６日、下越管内教育長会議、

開催されました。７日、神納小学校児童乗船体験活動、フェリーニュ

ーあわしまでの活動でした。９日、市校長会議。同日夜、瀬波温泉共

栄会鮭事業の会、毎年共栄会様より寄贈いただいている鮭づくりの鮭

の打ち合わせでした。10 日、県都市教育長協議会秋季総会研修会、柏

崎にて開催されました。以上、報告させていただきました。 

 

 

遠藤教育長  学校教育課長、お願いします。 

 

学校教育課長    学校教育課の一般報告事項等について報告する。 

 

社会教育推進室長  社会教育推進室の一般報告事項等について報告する。 

 

スポーツ推進室長  スポーツ推進室の一般報告事項等について報告する。 

 

スポーツ推進室主幹 スケートパークの一般報告事項等について報告する。 
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生涯学習課長    文化行政推進室の一般報告事項等について報告する。 

 

生涯学習課長    教育情報センターの一般報告事項等について報告する。 

 

遠藤教育長     それでは学校教育課、生涯学習課の報告事項について質疑等があり

ましたらお願いします。 

 

遠藤教育長  何かご意見ありますでしょうか。 

 

横山委員  10月 23日の銀杏伐採の件ですが、これについて簡単に内容を説明願

います。もう１点、11 月８日、北前船歴史講演会について、簡単に説

明願います。 

 

未来の学校創造室長 銀杏の件についてです。前回の定例会で夏休み中の伐採予定であり

ましたが、伐採反対の署名があり作業を保留にしていた、とお伝えさ

せていただいておりました。その間、木を切らないでいただきたいと

いう方々と面談させていただきましたが、面談の中で地域への説明が

不足していたのではないかという話もあったため、その後の９月 27日

に小学校ＰＴＡ保護者への説明会を行い、10 月３日に学校運営協議会

に現在の動きを説明させていただきました。さらに、10月 23日に地域

全体を対象にした説明会を開催させていただきました。説明会の参加

者は 27名で、区長様やＰＴＡ保護者、銀杏を切らないでいただきたい

という方々もお見えになりました。結果として、伐採は２本を予定し

ていたが、２本のうち大きい方については２～３ｍを残す「高切り」

の方向で承諾いただき、もう１本の方は「全伐」とさせていただくと

いうことで、ご了承いただきました。時期につきましては、来年の夏

休み期間中に実施するという事で合意をいただきました。この状況を

11月１日号の市報にあわせ、お知らせする予定です。 

 

遠藤教育長  道路の凸凹はどうなりましたか。 

 

未来の学校創造室長 道路の改修は、もともとはそれを改修しなければならないというこ

とでしたので、表層も剥いで表層の仕上がりとして元の高さに戻した

いという予定となっております。 

 

横山委員  はい、ありがとうございました。 
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生涯学習課長  11 月８日（土）開催の北前船歴史講演会について説明をさせていた

だきます。時間が午後１時半から３時までの予定です。会場は、教育

情報センターです。講演の内容としましては、村上地域と日本海海運、

新潟湊との関係を紹介して、北前船の実態に迫るというような内容で

講演をお願いします。講師に新潟市歴史博物館学芸員の安宅俊介氏を

お招きしての講演会です。11月１日号の市報にも掲載する予定でした。 

 

横山委員  ありがとうございました。 

 

遠藤教育長  他、よろしいでしょうか。 

    （意見無し） 

 

遠藤教育長  それでは報第７号の一般報告事項は了承されました。 

 

 

・議第 22号 村上市立学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則制定について 

 

遠藤教育長  次に、議第 22号について上程します。説明をお願いします。 

 

学校校育課長  資料の 11ページをご覧ください。村上市立学校の通学区域に関する

規則の一部改正になります。小川小学校と朝日みどり小学校の学校統

合については、学校設置条例の改正が９月の定例会で可決されました。

これを受け、各学校の通学区域を定めている規則の別表の記載を改正

するものであります。12ページの表、小川小学校と朝日みどり小学校

のそれぞれの通学区域を合わせて改正し、あさひ小学校の通学区域と

して定めるものとなります。改正の施行期日は統合年である令和９年

４月１日からとしています。13ページから 16ページまでは別表の全体

になります。その内アンダーラインの部分が今回の改正部分となりま

す。 

 

遠藤教育長   ご意見ご質問等ありますでしょうか。 

          （意見無し） 

 

遠藤教育長  それでは、議第 22号について承認されます方は挙手をお願いいたし

ます。 

（全員挙手） 
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ありがとうございました。議第 22号は承認されました。 

 

・議第 23号 村上市教育委員会組織規則の一部を改正する規則制定について 

 

遠藤教育長  次に、議第 23号について上程します。説明をお願いします。 

 

学校教育課長  資料の 17ページをご覧ください。村上市教育委員会組織規則一部改

正であります。こちらも小川小学校と朝日みどり小学校の統合に伴う

改正でありまして、教育委員会内の各部署が管理する学校や施設を規

定している規則になります。その中で学校教育課が管理する小川小学

校、朝日みどり小学校という記載を、あさひ小学校に改正する内容に

なっています。資料の 18ページ、こちらにつきましても施行期日は、

統合年の令和９年４月１日としております。 

 

遠藤教育長   ご質問等ございませんでしょうか。 

          （意見無し） 

 

遠藤教育長  それでは、議第 23号について承認されます方は挙手をお願いいたし

ます。 

（全員挙手） 

ありがとうございました。議第 23号は承認されました。 

 

 

遠藤教育長     予定された議案について全て審議終了しましたが、その他あります

でしょうか。 

 

遠藤教育長     次回定例会の予定をお願いします。 

 

学校教育課長    11 月の定例会ですが、11 月 26 日水曜日 午後１時 30 分から朝日支

所２階第１会議室にて開催したいと思います。 

 

遠藤教育長     各委員に確認し、全員了承する。 

 

遠藤教育長     以上をもちまして、令和７年村上市教育委員会 10月定例会を終了し

ます。 

 

午後４時 38分閉会 
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以上、会議のてん末を承認し、署名する。 

 

教  育  長                

 

会議録署名委員                 

 

会議録署名委員                


